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　日ごろ、皆さまには格別のご愛顧をいただき厚くお礼申し上げます。
　JAさっぽろは積極的な情報開示を通じて経営の透明性を高め、当 JAに対するご理解を一層深めていた
だくために、平成 25 年度の事業内容に関するディスクロージャー誌『2014 年 JAさっぽろディスクロージャー』
を発行致しました。皆さまが取引金融機関を選択する際の判断材料として、また、当 JAの地域貢献活動へ
の取り組み、業績の推移などをご理解していただくための一助として、ご一読いただければ幸いです。

●JAを取り巻く情勢●
　平成 26 年 4月からの消費増税を控え、高額品などの消費支出の増加、経済対策による公共事業の増加、
海外経済の回復に伴う輸出の増加など日本経済が全体的に持ち直す動きがみられました。
　北海道経済においては、公共投資が大きく増加しているほか、国内外からの観光客が前年を上回って推
移するなど持ち直し傾向がみられました。
　JAを取り巻く情勢では、政府の規制改革会議などで「農協のあり方」について議論が進められている一方、
JAグループでは“総合事業の強みを活かす”「営農・経済革新プラン」を策定し、同プランの実践を加速化
させることとしております。
　また、「環太平洋連携協定（TPP）」は農業だけの問題ではなく、国民一人ひとりの暮らしや地域社会の将
来に極めて大きな禍根を残す問題であり、国民的議論のないまま交渉を進めることは、決して国益にかなう
ものではないことを、JAグループは引き続き広く道民・国民に訴えてまいります。

●JAの事業実績●
　春先の融雪の遅れ、夏場の高温少雨、秋口の日照不足などにより、平成 25 年度の営農事業は天候に左
右され、出荷量は大幅な減少となり厳しい一年となりました。そうした中、貯金・共済・相談事業などで計
画を達成し、2億4,811万円の事業利益を確保することができました。

●みなさまへのメッセージ●
　今後私どもは、26 年度が 2年目となる中期 3ヶ年経営計画を実践し、組合員のみなさまの暮らしを守り、
地域社会への貢献と共生によって「信頼されるJA」を実現するために「協同の理念」を心に刻み、役職員
一丸となり農協運営に総力を傾注してまいります。
　本年度も、組合員みなさまには、なお一層のご支援・ご協力を賜わりますようお願い申し上げます。
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五　信用リスク削減手法に関する次に掲げる事項
イ　標準的手法または基礎的内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる信用リ

スク削減手法が適用されたエクスポージャー（信用リスク削減手法の効果が勘案された部分に限
る。）の額

（1）適格金融資産担保
ロ　標準的手法または内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、保証またはクレジット・

デリバティブが適用されたエクスポージャー（信用リスク削減手法の効果が勘案された部分に限
る。）の額

六　派生商品取引および長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
七　証券化エクスポージャーに関する事項
八　出資などまたは株式などエクスポージャーに関する次に掲げる事項

イ　連結貸借対照表計上額、時価および次に掲げる事項にかかる連結貸借対照表計上額
（1）上場株式などエクスポージャー
（2）上場株式などエクスポージャーに該当しない出資などまたは株式などエクスポージャー
ロ　出資などまたは株式などエクスポージャーの売却および償却に伴う損益の額
ハ　連結貸借対照表で認識され、かつ、連結損益計算書で認識されない評価損益の額
ニ　連結貸借対照表および連結損益計算書で認識されない評価損益の額
ホ　自己資本比率告示附則第 11条が適用される株式などエクスポージャーの額および株式などエク

スポージャーのポートフォリオの区分ごとの額
九　信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額
十　金利リスクに関して連結グループが内部管理上使用した金利ショックに対する損益または経済的価値

の増減額

ディスクロージャー誌の記載項目について

金融商品の勧誘方針

当 JAは、貯金・定期積金、共済その他の金融商品の販売などの勧誘にあたっては、次の事項を遵
守し、組合員・利用者のみなさまに対して適正な勧誘を行います。

1． 組合員・利用者のみなさまの商品利用目的ならびに知識、経験、財産の状況および意向を考慮
のうえ、適切な金融商品の勧誘と情報の提供を行います。

2． 組合員・利用者のみなさまに対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を十分に
理解していただくよう努めます。

3． 不確実な事項について断定的な判断をしたり、事実ではない情報を提供するなど、組合員・利
用者のみなさまの誤解を招くような説明は行いません。

4． 電話や訪問による勧誘は、組合員・利用者のみなさまのご都合に合わせて行うよう努めます。
5． 組合員・利用者のみなさまに対し、適切な勧誘が行なえるよう役職員の研修の充実に努めます。
6． 販売・勧誘に関する組合員・利用者のみなさまからのご質問やご照会については、適切な対応
に努めます。
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